
専門研修の特別地域連携プログラム対象施設の選定について 

 

１．概要 

・標記プログラムの基幹施設が医師少数県における連携先を検討・設定しやすいよう、今般、日本専門

医機構から都道府県あて連携先候補施設の一覧の作成について協力依頼があった。 

・連携先施設となり得る医療機関が所在する都道府県においては、管内の専門研修施設に対して連携

の意向や研修環境等に関する情報を取りまとめの上で専門医機構に提出することとされている。 

 

特別地域連携プログラムの連携先となるための基準 

・足下充足率※が 0.8（小児科は 0.9 以下）以下の都道府県にあり、当該都道府県が候補とした施設。 

・本県において基準を満たす診療科は次のとおり。 

内科、小児科、皮膚科、精神科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、放射線科、麻酔科、 

形成外科、リハビリテーション科 

※厚生労働省が算出した医師の充足率を表す指標（＝足下医師数／必要医師数） 

 

連携先都道府県の対応手順 

①管内の専門研修施設に対し、専攻医の受入意向を確認する。受入意向の確認の対象とする施設につい

て、日本専門医機構が提供する現在の連携先施設の一覧を参考とすることや、管内の大学に相談する

ことも想定される。 

②受入意向のある施設に対し、研修環境等に関する情報を様式への記入を依頼する。 

③下記の基本的な考え方、地域の医療提供体制や研修環境等に関する情報を踏まえ、連携先の候補とす

る施設を決定する。この際、必要に応じ、地域医療対策協議会における協議や研修環境を把握する管

内の大学等への相談を行うことも想定される。 

④連携先施設から受入の準備を行うにあたり必要な支援の要請等を受けた際は、対応を検討する。 

＜連携先施設の基本的な考え方＞ 

（ア）原則として、医師少数区域に所在する施設を中心に候補を選定しつつ、都道府県が必要と認める

場合は、それ以外の区域に所在する施設を選定できることとする。 

（医師少数区域以外の施設を選定することが考えられる状況の例） 

・医師少数区域に研修施設が存在しない。 

・医師少数区域の施設に専門研修指導医が存在しない。 

・医師少数区域に受入を希望する施設が存在しない。 

・症例数が一定数確保されているなど、医師の研修により適したものとしてキャリア形成プログラム

等に位置づけるなど、都道府県が指定した施設である。 

・臨床研修指定病院である。 

・地域医療構想調整会議等の議論に基づき、今後の医療提供体制を見据えて選定した施設である。 

・重点医師偏在対策支援区域にある施設である。                     等 

 

（イ）令和８年度までに特別地域連携プログラム及び都道府県限定分において連携先となっていた施設

は、引き続き連携先（候補）に含めることを基本とする。 

  

資料４ 
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２．本県の対応 

・連携先施設の基本的な考え方として示された原則に基づき、医師少数区域に所在する施設及び過去

に連携先となった実績がある施設に対して意向確認を行うこととする。 

・意向確認の結果、医師少数区域に所在する施設から受入意向がなかった場合に限り、意向確認の対象

を医師少数区域以外にも拡大することとする。 

※日本専門医機構への回答期限が令和８年１月７日のため、対象施設には既に意向確認を依頼済 

 

（参考）特別地域連携プログラムの連携先確保のための手順 ※赤枠：今回依頼のあった作業 
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特別地域連携プログラムの概要

⚫ 専攻医の増加が認められない地方等への偏在是正効果を期待し、令和５年度の専攻医採用から導入。

⚫ 都市部などシーリング※の対象となる都道府県・診療科の基幹施設（連携元）から、医師の不足が特に顕著な地域の

研修施設（連携先）へ、専攻医が移動して一定期間（１年以上）の研修を行うプログラム。

※医師が充足している都道府県に設定されている採用数の上限（外科、産婦人科、病理、臨床検査、救急、総合診療の6診療科は対象外）。

診療科 内科 小児科 皮膚科 精神科
整形
外科

眼科
耳鼻
咽喉科

泌尿器
科

放射線
科

麻酔科
形成
外科

リハビリ
テーショ
ン科

(参考)
脳神経
外科

足下充足率
（※）

0.746 0.818 0.684 0.688 0.735 0.729 0.664 0.755 0.508 0.683 0.493 0.519 0.845

対象 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

＜イメージ＞

※厚生労働省が算出した医師の充足率を表す指標（＝足下医師数／必要医師数）

連携先の要件：足下充足率が0.8以下（小児科は0.9以下）の都道府県にあり、当該都道府県が候補とした施設

＜茨城県で特別地域連携プログラムの対象となる診療科＞
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特別地域連携プログラムの連携先の確保に向けた取組について 

令和７年１１月２１日 

一般社団法人 日本専門医機構 

１．はじめに 

令和５年度から導入された特別地域連携プログラムは、シーリングの対象となる都道

府県診療科の基幹施設（連携元）から、後述する２．（２）の基準を満たす研修施設

（連携先）へ、専攻医が移動して研修を行うプログラムであり、医師の偏在対策の目的

のみならず、多様な地域における医療の研修を通じて専攻医を養成するためにも有益で

ある。 

特別地域連携プログラムの連携先の確保を進めることは、専門研修全体の向上や推進

につながる取組であり、地域における医療提供体制の計画や整備を行う都道府県や、各

領域の特性等を把握する関係学会や地域の大学・基幹施設等の関わりが重要である。 

この度、医道審議会医師分科会医師専門研修部会における議論を踏まえ、令和９年度

以降の特別地域連携プログラムにおける連携を円滑に進めるための具体的な方策や手順

をまとめる。 

 

２．特別地域連携プログラムの基本的な仕組み 

（１）連携元の都道府県 

特別地域連携プログラムの連携元となる都道府県は、都道府県診療科ごとに各プロ

グラムによる採用の上限数を算出した結果、特別地域連携プログラムの採用上限数が

１以上となる都道府県である。 

当該都道府県を「連携元都道府県」、特別地域連携プログラムによる専攻医の採用

を行う施設を「連携元施設」と呼ぶ。 

 

（２）連携先となるための基準 

特別地域連携プログラムの連携先となる施設は、厚生労働省が算出する医師の充足

を表す指標（足下充足率）が一定値を下回り、医師の不足がより顕著な地域にある施

設である。 

具体的な基準は以下のような計算等により定めている。 

・足下充足率（2022 年医師数/2022 年必要医師数）が 0.8 以下（小児科は 0.9 以下）

の都道府県にあり、当該都道府県が候補とした施設とする。 

・2022 年医師数及び 2022 年必要医師数は、2025 年の算出によるものとする。 

 

なお、足下充足率が 0.8 以下（小児科は 0.9 以下）の都道府県を「連携先都道府

県」、上記の連携先となる基準を満たす施設を「連携先施設」と呼ぶ。 

 

（３）連携の期間 

特別地域連携プログラムにおいては、連携先で研修する期間は１年間以上と設定す

ることとしている。 

別添１ 
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３．連携先確保に向けた具体的な手順 

（１）全体像 

 

 

（２）各立場における対応 

日本専門医機構 

①連携先都道府県が連携先施設に受入意向等を確認する際の参考となるよう、現

在の連携先施設や連携元施設の一覧を作成する。 

②連携先都道府県に対し、候補とする連携先施設の情報提供を依頼する。その際、

学会（地域の大学を含む。）に対し、連携先都道府県が候補とする施設を検討

する際に連携するよう、協力依頼を行う。 

③連携先都道府県から連携先施設候補の情報提供を受け、全国の連携先施設候補

のリストを作成する。この際、日本専門医機構は、連携元都道府県の採用上限

数に対して、連携先施設における受入可能数が必要数確保されていることを確

認する。 

④作成したリストについて、学会に確認と連携元施設に対して情報提供を行うよ

う依頼する。連携元都道府県には日本専門医機構から情報提供を行う。 

 

学会 

①連携先都道府県が候補とする施設を検討する際に必要な協力を行うよう、地域

の大学（当該学会に属する診療領域に係る教室や研究室等）への周知を行う。 

②日本専門医機構が作成した当該学会の診療領域における連携先施設候補のリス

トについて、研修環境等を確認する。 

③連携先の大学や連携する専攻医等からのニーズを、連携元のプログラム統括責
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任者等に情報提供する。 

 

連携先都道府県 

①日本専門医機構からの情報提供の依頼を踏まえて、管内の専門研修施設に対し、

専攻医の受入意向を確認する。受入意向の確認の対象とする施設について、日

本専門医機構が提供する現在の連携先施設の一覧を参考とすることや、管内の

大学に相談することも想定される。 

②受入意向のある施設に対し、研修環境等に関する情報を様式に記入することを

依頼する。 

③連携先施設について、下記の基本的な考え方、地域の医療提供体制や研修環境

等に関する情報を踏まえ、候補とする施設を決定する。この際、必要に応じ、

地域医療対策協議会における協議や研修環境を把握する管内の大学等への相談

を行うことも想定される。 

＜連携先施設の基本的な考え方＞ 

 

（ア）原則として、医師少数区域に所在する施設を中心に候補を選定しつ

つ、都道府県が必要と認める場合は、それ以外の区域に所在する施設

を選定できることとする。 

 

（医師少数区域以外の施設を選定することが考えられる状況の例） 

・ 医師少数区域に研修施設が存在しない。 

・ 医師少数区域の施設に専門研修指導医が存在しない。 

・ 医師少数区域に受入を希望する施設が存在しない。 

・ 症例数が一定数確保されているなど、医師の研修により適したも

のとしてキャリア形成プログラム等に位置づけるなど、都道府県が

指定した施設である。 

・ 臨床研修指定病院である。 

・ 地域医療構想調整会議等の議論に基づき、今後の医療提供体制を

見据えて選定した施設である。 

・ 重点医師偏在対策支援区域にある施設である。 

  等 

 

（イ）令和８年度までに特別地域連携プログラム及び都道府県限定分にお

いて連携先となっていた施設は、引き続き連携先（候補）に含めるこ

とを基本とする。 
 

④連携先施設から受入の準備を行うにあたり必要な支援の要請等を受けた際は、

対応を検討する。 

 

連携先施設(候補を含む。) 

①連携元施設から連携の希望があった際は、例えば研修内容や生活環境等の確認

等を行うなど、可能な範囲で調整に協力することが望ましい。 
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②受け入れる専攻医の研修環境や生活環境に関する支援が必要な際は、都道府県

に相談すること等が考えられる。 

 

連携元都道府県・連携元施設 

①連携元都道府県は、連携元施設から連携先確保にあたり必要な支援の要請等を

受けた際は、対応を検討する。 

②日本専門医機構や学会から全国の連携先施設候補のリストの提供を受けた際は、

リストを参考に連携先施設に連絡を行う。 

 

４．参考 

（１）特別地域連携プログラムによる採用数の上限の設定方法 

特別地域連携プログラムの採用数の上限は、 

・（（去３３年間の平均採用数から、通常募集プログラムの基本数及び加算数の合計

を除いた数）×（令和７年度の全連携プログラムに占める都道府県限定分及び特

別地域連携プログラムの割合） 

である。 

特別地域連携プログラムの採用数の上限を算出するに当たり、令和７年度に連携プ

ログラムを設置した実績がない場合、「連携プログラム(都道府県限定分を除く)」、

「都道府県限定分」及び「特別地域連携プログラム」の割合については、令和７年度

までの各プログラムの採用上限数の設定の原則に従った次の割合を適用する。 

  

内科・整形外科・脳神経外科 3:1:1 

眼科・耳鼻科・泌尿器科・リハビリテーション科 2:1:1 

小児科・皮膚科・精神科・放射線科・麻酔科・形成外科 1:1:1 

  

 

（２）令和９年度の連携先・連携元都道府県及び枠数の詳細 

令和９年度の連携先・連携元都道府県及び枠数は、今後厚生労働省の審議会におい

て議論した上で決定されるが、より早期から連携先の確保を積極的に進める都道府県

をサポートするため、現時点の暫定的なデータに基づき、上記２．（２）の連携先の

基準を満たす都道府県を別表に示す。 

・シーリング対象：令和７年７月 24 日令和７年度第２回医道審議会医師分科会医

師専門研修部会において提示された令和９年度のシーリング対象の考え方（案）

に沿って機械的に抽出した場合 

・採用上限数：令和８年度採用上限数と同様の数字を用い、上記４．（１）を適用

した場合 
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別表　令和９年度の特別地域連携プログラムの連携先等について
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北海道 ○ 0.866 0.971 0.862 0.963 0.853 0.781 0.915 1.001 1.083 0.720 1.261 0.690 0.843 △ 0 - 0 -
青森県 ○ 0.683 0.892 0.704 0.794 0.768 0.548 0.844 1.030 0.524 0.574 0.703 0.457 0.464
岩手県 ○ 0.711 0.881 0.684 0.845 0.675 0.757 0.653 1.012 0.896 0.527 0.579 0.544 0.614
宮城県 ○ 0.987 0.908 0.862 0.893 0.892 0.899 0.948 0.796 0.718 0.945 0.929 0.996 0.967
秋田県 ○ 0.697 1.113 0.626 1.060 0.804 0.680 0.881 1.055 0.807 0.608 0.676 0.321 0.677
山形県 ○ 0.699 0.950 0.776 0.993 0.935 0.803 1.033 1.021 0.747 0.935 0.592 0.429 0.451
福島県 ○ 0.717 0.864 0.475 0.843 0.791 0.712 0.834 0.838 0.801 0.705 0.666 0.589 0.331
茨城県 ○ 0.746 0.818 0.684 0.688 0.735 0.729 0.664 0.755 0.845 0.508 0.683 0.493 0.519
栃木県 ○ 0.935 0.967 0.845 0.752 0.860 0.780 0.876 0.752 0.637 0.723 0.929 0.904 1.150
群馬県 ○ 0.788 0.991 0.767 0.907 0.924 0.768 0.680 0.903 0.778 0.926 0.899 0.402 0.758
埼玉県 ○ 0.681 0.774 0.850 0.690 0.683 0.805 0.696 0.689 0.631 0.563 0.781 0.692 0.675
千葉県 ○ 0.774 0.711 0.702 0.747 0.814 0.795 0.775 0.920 0.739 0.688 0.795 0.780 1.013
東京都 1.330 1.230 1.528 1.255 1.076 1.461 1.236 1.102 1.129 1.331 1.282 2.281 1.428 ○ 70 - 37 - 19 - 18 - 13 - 12 - 17 14 9 - 3 - 11 - 8 - 3 -
神奈川県 ○ 0.865 0.833 0.936 0.910 0.910 0.905 0.889 0.913 0.783 0.831 0.861 0.900 0.879
新潟県 ○ 0.740 0.918 0.757 0.666 0.730 0.704 0.786 0.558 0.727 0.572 0.630 0.477 0.635
富山県 ○ 0.887 1.060 0.903 0.988 0.848 1.024 0.952 0.836 0.816 0.963 1.082 0.741 0.951
石川県 1.009 0.966 1.225 1.055 0.998 0.996 1.009 1.148 0.969 1.356 1.115 1.094 0.941 ○ 2 - 2 -
福井県 ○ 0.820 1.015 1.000 1.043 0.924 0.928 1.385 1.072 1.065 1.345 0.812 0.521 0.925
山梨県 ○ 0.831 1.059 0.799 0.981 1.050 1.021 1.055 0.987 0.988 1.067 0.967 0.490 0.948
長野県 ○ 0.821 1.038 0.661 0.820 0.854 0.768 0.745 0.790 0.822 0.634 0.881 0.918 0.729 △ 0 -
岐阜県 ○ 0.904 0.851 0.798 0.645 0.759 0.873 0.999 0.736 0.853 0.676 0.588 0.387 0.400
静岡県 ○ 0.773 0.813 0.786 0.718 0.859 0.922 0.915 0.944 0.882 0.707 0.780 0.863 1.040
愛知県 ○ 0.849 0.790 1.038 0.833 0.766 1.030 0.940 0.651 0.785 0.864 0.798 0.712 0.893 ○ 4 2 4 2
三重県 ○ 0.886 0.879 0.845 0.859 0.959 0.950 0.839 0.860 0.893 0.975 0.609 0.326 0.649
滋賀県 ○ 0.975 0.949 0.815 0.774 0.981 0.944 1.118 1.060 0.814 1.135 0.974 0.682 1.094
京都府 1.211 1.248 1.182 1.033 1.105 1.199 1.403 1.334 1.032 1.636 1.244 0.948 1.414 ○ 6 - 0 - 4 - 3 1 1 - 5 - 1 - 2 - 4 - 0 -
大阪府 1.074 0.955 0.991 0.869 1.059 1.167 1.041 1.151 1.091 1.204 1.065 1.179 1.181 △ 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
兵庫県 0.990 1.110 1.034 0.906 1.071 1.103 1.017 1.014 0.944 1.009 1.101 0.919 1.015 ○ 5 3 0 - 0 - 0 - 7 5
奈良県 1.000 1.024 1.125 0.877 1.169 0.991 1.139 1.043 0.928 1.438 0.940 0.820 1.396 ○ 1 0 1 0 2 -
和歌山県 ○ 1.114 1.075 0.923 0.964 1.218 0.966 1.118 1.019 1.130 1.135 0.863 0.616 1.241 ○ 1 -
鳥取県 ○ 1.042 1.450 0.804 1.356 0.992 0.959 1.157 1.095 0.850 1.159 1.045 0.472 1.462 ○ 1 0
島根県 ○ 0.999 0.979 0.886 1.172 0.858 0.896 0.812 0.987 0.676 1.260 1.231 0.691 1.690
岡山県 1.131 1.041 1.113 1.084 1.002 1.044 1.101 0.950 1.144 1.419 1.196 1.155 1.064 ○ 5 - 0 - 1 0 1 - 1 1 2 - 1 - 6 - 3 -
広島県 ○ 0.993 0.814 0.895 1.009 0.989 0.947 1.053 0.804 0.934 0.897 1.012 0.578 0.994 △ 0 - 0 -
山口県 ○ 0.843 0.687 0.892 1.065 0.912 0.810 1.025 1.188 0.979 1.056 0.897 0.349 0.904
徳島県 1.131 1.097 0.980 1.226 0.936 0.946 1.201 1.203 1.088 1.305 1.028 1.107 1.205 △ 0 -
香川県 ○ 0.957 1.101 0.892 1.094 1.173 1.038 1.193 1.321 1.046 1.135 1.044 0.962 0.653 ○ 1 -
愛媛県 ○ 0.886 0.969 0.695 0.896 0.981 1.049 1.204 1.254 1.087 1.570 0.850 0.779 1.030 ○ 2 -
高知県 ○ 0.829 0.719 0.631 1.174 0.869 0.751 0.750 1.100 1.072 0.991 0.935 0.553 0.585
福岡県 1.239 0.964 0.974 1.320 1.289 0.997 0.985 1.074 1.067 1.108 1.135 1.216 1.239 ○ 7 - 0 - 3 - 2 1 0 - 0 - 0 - 0 -
佐賀県 ○ 1.053 0.868 0.934 1.429 1.239 0.861 0.938 1.003 1.069 1.092 0.893 0.784 0.682 ○ 4 -
長崎県 ○ 1.136 1.058 0.999 1.253 1.162 0.977 1.006 1.010 0.787 1.239 0.995 0.942 0.906 △ 0 -
熊本県 ○ 1.093 0.896 1.083 1.430 1.116 0.925 0.898 1.135 0.817 1.183 1.015 0.510 0.908 △ 0 - 0 -
大分県 ○ 1.038 1.056 0.937 1.180 0.893 0.694 0.791 1.007 0.871 1.122 0.950 0.764 0.813
宮崎県 ○ 0.820 0.845 0.780 1.220 1.025 1.007 0.792 1.003 0.696 1.082 0.870 0.436 0.624
鹿児島県 ○ 1.052 0.805 0.703 1.213 1.012 0.881 0.815 0.902 0.987 1.071 0.988 0.502 1.242 △ 0 -
沖縄県 ○ 1.017 0.847 0.943 1.607 1.114 0.923 0.861 0.909 0.899 1.029 1.192 1.100 1.262 ○ 0 - 1 -
※連携先の足下充足率について、四捨五入を行っていない値で0.8以下（小児科は0.9以下）に該当する場合に赤色セルにしています。
※連携元の特別地域連携プログラムによる採用上限数について、既に指導医派遣実績を提出いただいている都道府県診療科においては、提出いただいた実績を用いた採用上限数（左側）を用いる予定です。
　現状、指導医派遣実績提出がない都道府県診療科を赤字で示しています。これらの都道府県診療科については、今後提出いただく指導医派遣実績を用いて採用上限数を決定します。
　本表においては、特別地域連携プログラムによる採用上限数の最小値として、仮に通常プログラム加算分が０だった場合の数（左側）と、最大値として、仮に通常プログラム加算分が上限まで付与された場合の数（右側）を示しています。
※緑色セルは、「連携プログラム」と「特別地域連携プログラム」のうちいずれか１枠を減らす端数処理を行う必要があるため、記載の数字より１枠減少となる可能性があります。

連携先

足下充足率2022（赤色セル：連携先要件である0.8以下（小児科は0.9以下）に該当）

連携元

令和９年度の特別地域連携プログラムの採用上限数（案）
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